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付 記 事 項 備 考 

平成 28 年度 ○ 

平成 28 年度入学者より、修了要件単位数が次のとおり変更となった。 

変 更 前 変 更 後 

 法律基本科目 
 ・ 公法系科目     12 単位 
 ・ 民事系科目     32 単位 
 ・ 刑事系科目     16 単位 
 法律実務基礎科目    11 単位 
 基礎法学・隣接科目   ４単位 
 展開・先端科目     12 単位 
 
※ 法律基本科目については、上記の

ほか、各系の選択必修科目から６単
位以上修得しなければならない。 

 
※ 上記単位数に加え、11 単位以上修得
する必要がある。 

 
 合計           104 単位 

 法律基本科目 
 ・ 公法系科目     12 単位 
 ・ 民事系科目     32 単位 
 ・ 刑事系科目     14 単位 
 法律実務基礎科目    10 単位 
 基礎法学・隣接科目   ４単位 
 展開・先端科目     12 単位 
 
※ 法律基本科目については、上記の

ほか、各系の選択必修科目から 10 単
位以上修得しなければならない。 

 
※ 上記単位数に加え、９単位以上修得

する必要がある。 
 
 合計           103 単位 

 

 
下線部が変更
となった箇所 
 

 履修登録可能な単位数の上限について、基準３－３－１（１）アで定める措置により、
法学未修者１年次は 36 単位を超えて、42 単位であったところ、平成 28 年度から、44
単位と変更した。 
 また、基準３－３－１（１）イで定める措置により、２年次のうち法学既修者は、平
成 28 年度から、36 単位を超えて 38 単位と変更した。 

 

 平成 29 年度入学者選抜より、法学既修者認定に当たり、法律科目試験の試験科目は、
憲法、民法、商法、民事訴訟法、刑法を課すこととされた。 

 

 


